
令和6年6月から、給与所得者に係る定額減税の月次事務が始まります。給与担当者様は、従業員
等から対象となる基準日在職者と、その同一生計配偶者と扶養親族を正しく把握することが必須
になりますので、ご留意ください。国税庁からは「定額減税特設サイト」が開設されました。当
社youtube「なっかちゃんねる」でも解説動画を順次公開予定です。ぜひご覧ください。

【 概要 】
〇定額減税の金額
本人…3万円、同一生計配偶者及び扶養親族…一人につき3万円

〇同一生計配偶者の収入に留意
合計所得金額が48万円超の配偶者は3万円加算しません。
(対象となる配偶者は給与所得だけの場合は、給与等の収入金額が103万円)以下であること。
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お客様との信頼関係を深め、社員ひとりひとりが、ジグソーパズルの不可欠なピースの
ようにしっかりと繋がり合い中山会計を創っていく こんな思いをこめて“piece up”

おかげさまでpiece upを発行して8年目に入ります。
このpiece upを通じてもっと私たちを知って頂き、お客様の身近な存在であることをお
伝えいたします。情報発信、活動報告、これらを“piece up”に載せて・・・

4月号

～繋ぎ合ってゆく～

令和6年分所得税の定額減税について

～ 能登半島地震の被災事業者の再建支援策 ～

「なりわい再建支援補助金」

能登半島地震で被災された事業者支援策として、最大15億円の補助が
受けられる「なりわい支援補助金」が開始されました。ご検討中の方
がいらっしゃいましたら、税理士、中小企業診断士を中心とした当社
の補助金専門チームがご支援いたしますので、ご連絡ください。

【 概要 】

① 補助対象者
 能登半島地震で被害を受けた石川県内に事業所を有する中小企
 業・小規模事業者等。

② 補助上限額（補助率）
 15億円（補助率3/4）

③ 補助対象経費
     工場・店舗などの施設、生産機械など設備の復旧費用等
（2024年1月1日以降に着手した経費も遡及適用される可能性あり）

←「なりわい
再建支援補助
金」石川県HP

←「定額減税
特設サイト」
国税庁HP



なっかちゃん応援プロジェクト

中山会計の福利厚生制度を
ご紹介します！

当社では、従業員の福利厚生の一環として、フィットネスクラブ「エイム」様の法人会員を契約
しております。当社従業員は最寄りのサウスフォート店を個人負担なしで利用できる契約プラン
であり、従業員はいつでも好きな時に思い思いの用途で利用しています。

帰宅前にジムでちょっと運動したり、ヨガやボディコンバットのレッスンでハードに追い込んだ
り、仕事が遅くなった時にはお風呂とサウナにサッと入ってから帰宅したり、ゆっくりエアロバ
イクを漕ぎながら税理士試験の勉強をしたり、中には、昼休みにサウスフォート店にダッシュし、
「サウナ → 水風呂」でととのってから午後からの仕事に臨むツワモノも！（笑）

「個人負担なしで健康維持やストレス解消できるので、通いまくってます！」（会計部2課清水）
という声の通り、当社にとってなくてはならない福利厚生制度になっています！

株式会社エイム様

当社のお客様をご紹介する企画「なっかちゃん応援プロジェクト」！
今回は、↑↑↑でも登場しました、株式会社エイム様の法人会員プランについてご紹介します！

エイム様では、企業のニーズに合わせて複数の
法人契約プランをご提供していらっしゃいます。
その中でも特に人気が高いのが、

「法人Aプラン」
「サウスフォート法人プラン」です！
（概要は右表をご確認ください。）

法人契約プランは、従業員にとっても大変嬉しいもの。健康経営や従業員の福利厚生にご興味のあ
る企業様は、これを機にご加入をご検討されてみてはいかがでしょうか！？

【お問合せ先】株式会社エイム 法人会員ご担当：山内様（076-240-6500）
         ☞ お問合せ時は、「中山会計のピースアップを見ました！」とお伝えください！

【写真左から、サウスフォート店の外観、内観、ヨガレッスンの風景、エイムに通う当社従業員（一部）】

（ 写真の一番右が、
法人会員ご担当の
山内様です。）

法人Aプラン サウスフォート法人プラン

月会費の場合 16,335円 30,250円

年会費の場合 179,685円 332,750円

630円／都度
630円／都度

（サウスフォート店は無料）

7店舗 全8店舗

会費

従業員の個人負担

利用可能店舗
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